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…
二
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訓
　
　
　
令

○
山
梨
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オ
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ム
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対
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廃
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す
る
訓
令

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
六

○
県
民
生
活
安
定
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対
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本
部
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廃
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す
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訓
令

…
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…
…
…
…
…
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公
　
　
　
告

○
果
樹
農
業
振
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画
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概
要

…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
六

そ
　
の
　
他

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
の
告
示

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及

び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
二
等
陸
士
と
し
て
採
用
す
る
陸
上
自
衛
官
、
二
等
海
士
と
し
て
採
用

す
る
海
上
自
衛
官
及
び
二
等
空
士
と
し
て
採
用
す
る
航
空
自
衛
官
の
平
成
十
三
年
度
男
子
の
募
集
期
間

及
び
採
用
試
験
の
試
験
期
日
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

一
　
採
用
予
定
数

１
　
平
成
十
三
年
七
月
採
用
（
陸
・
海
・
空
自
衛
官
　
若
干
名
）

２
　
平
成
十
三
年
十
月
採
用
（
陸
・
海
・
空
自
衛
官
　
若
干
名
）

３
　
平
成
十
四
年
三
・
四
月
採
用
（
陸
・
海
・
空
自
衛
官
　
約
二
十
五
名
）

二
　
募
集
期
間

１
　
平
成
十
三
年
七
月
採
用
　
平
成
十
三
年
五
月
七
日
（
月
）
か
ら
六
月
一
日
（
金
）
ま
で

２

平
成
十
三
年
十
月
採
用
及
び
平
成
十
四
年
三
・
四
月
採
用
　
平
成
十
三
年
八
月
六
日
（
月
）
か

ら
九
月
七
日
（
金
）
ま
で

三
　
受
付
場
所

甲
府
市
北
新
一
丁
目
七
番
九
号
　
自
衛
隊
山
梨
地
方
連
絡
部
本
部

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
十
四
番
十
三
号
　
自
衛
隊
山
梨
地
方
連
絡
部
甲
府
募
集
案
内
所

大
月
市
御
太
刀
二
丁
目
八
番
十
号
　
自
衛
隊
山
梨
地
方
連
絡
部
大
月
募
集
事
務
所

西
八
代
郡
三
珠
町
上
野
六
百
十
三
番
地
　
自
衛
隊
山
梨
地
方
連
絡
部
三
珠
分
駐
所

四
　
試
験
期
日

１
　
平
成
十
三
年
七
月
採
用
　
平
成
十
三
年
六
月
四
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

２

平
成
十
三
年
十
月
採
用
及
び
平
成
十
四
年
三
・
四
月
採
用
　
平
成
十
三
年
九
月
十
七
日
（
月
）

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
又
は
同
年
九
月
十
八
日
（
火
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の

う
ち
い
ず
れ
か
一
日
を
指
定
し
、
志
願
者
に
通
知
す
る
。

五
　
試
験
場

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
三
千
九
十
三
番
地
　
自
衛
隊
北
富
士
駐
屯
地

六
　
応
募
資
格

１
　
日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
男
子

２

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
中
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
力

を
有
す
る
者

３
　
次
に
掲
げ
る
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
者

一

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
（
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
準
禁

治
産
者
を
含
む
。）

二

禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
る
ま
で
の
者

三

法
令
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い

者
四

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ

の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

七
　
試
験
科
目

１
　
中
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
に
つ
い
て
行
う
筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
社
会
及
び
作
文
）

２
　
身
体
検
査

３
　
適
性
検
査

４
　
口
述
試
験

八
　
採
用
予
定
期
日

採
用
予
定
人
員
数
に
基
づ
き
、
試
験
合
格
者
の
中
か
ら
決
定
し
た
採
用
予
定
者
に
対
し
て
、
受
験
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日
か
ら
六
月
以
内
に
通
知
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
勝
沼
町
長
か
ら
協
議
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
勝
沼
地
区

基
盤
整
備
促
進
事
業
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
次

の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
、
条
例
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
三
年
五
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
三
年
六
月
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

勝
沼
町
役
場

四
　
異
議
申
出
期
間

平
成
十
三
年
六
月
十
二
日
か
ら
平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日
ま
で

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
七
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

山
梨
県
オ
ウ
ム
真
理
教
対
策
本
部
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

山
梨
県
オ
ウ
ム
真
理
教
対
策
本
部
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

山
梨
県
オ
ウ
ム
真
理
教
対
策
本
部
規
程
（
平
成
七
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
八
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

県
民
生
活
安
定
緊
急
対
策
本
部
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

県
民
生
活
安
定
緊
急
対
策
本
部
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

県
民
生
活
安
定
緊
急
対
策
本
部
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
告

山
梨
県
果
樹
農
業
振
興
計
画
の
概
要

果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
二
年
度
を
目
標
年
度
と
す
る
山
梨
県
果
樹
農
業
振
興
計
画
書
を
定
め
た
の
で
、
そ
の
概

要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建
　
　

一
　
果
樹
農
業
の
振
興
に
関
す
る
方
針

果
樹
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
の
大
き
な
変
化
に
適
切
に
対
処
し
、
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
も
山
梨

県
が
果
樹
王
国
で
あ
り
続
け
る
た
め
、
果
樹
農
業
の
多
様
な
担
い
手
の
確
保
・
育
成
、
産
地
基
盤
の

再
編
強
化
、
省
力
化
な
ど
に
よ
る
経
営
の
規
模
拡
大
、
消
費
動
向
に
即
し
た
果
実
の
生
産
・
販
売
、

環
境
に
配
慮
し
た
果
樹
農
業
の
展
開
を
基
本
的
な
視
点
と
し
て
、
果
樹
農
業
振
興
に
取
り
組
む
も
の

と
す
る
。

１
　
主
要
果
樹
の
生
産
維
持
・
拡
大

品
目
、
品
種
の
特
性
に
応
じ
た
適
地
適
産
を
基
本
と
し
て
、
生
産
基
盤
の
整
備
や
担
い
手
の
確

保
・
育
成
な
ど
を
図
り
な
が
ら
、
ぶ
ど
う
、
も
も
、
す
も
も
、
お
う
と
う
な
ど
主
要
果
樹
の
生
産

維
持
・
拡
大
を
図
る
。

２
　
果
樹
産
地
を
支
え
る
担
い
手
の
確
保
・
育
成

認
定
農
業
者
な
ど
中
核
的
な
担
い
手
や
新
規
就
農
者
、
退
職
帰
農
者
等
の
確
保
・
育
成
を
図
る

と
と
も
に
、
女
性
や
高
齢
者
、
兼
業
農
家
が
一
体
と
な
っ
て
産
地
を
支
え
て
い
く
た
め
の
取
り
組

み
を
進
め
る
。

３
　
規
模
拡
大
や
省
力
化
に
つ
な
が
る
生
産
基
盤
の
再
編
整
備

樹
園
地
の
改
良
や
機
械
の
導
入
、
省
力
栽
培
技
術
の
確
立
・
普
及
、
労
働
力
の
確
保
な
ど
規
模

拡
大
が
可
能
に
な
る
生
産
基
盤
の
再
編
整
備
を
推
進
す
る
。

４
　
消
費
者
・
実
需
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
果
実
生
産

量
販
店
や
小
売
店
及
び
製
造
業
者
等
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
、
消
費
動
向
に
沿
っ
た
果
実

山

梨
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生
産
を
推
進
す
る
。

５
　
流
通
形
態
の
多
様
化
に
対
応
し
た
販
売
の
推
進

農
協
が
合
併
に
よ
り
大
型
化
す
る
中
で
、
集
出
荷
体
制
の
整
備
や
品
質
を
保
持
す
る
た
め
の
流

通
施
設
の
整
備
、
観
光
型
果
樹
農
業
へ
の
対
応
な
ど
、
消
費
者
ニ
ー
ズ
や
流
通
形
態
の
多
様
化
に

的
確
に
対
応
で
き
る
流
通
・
販
売
の
推
進
を
図
る
。

ま
た
、
産
地
の
情
報
や
果
実
の
持
つ
機
能
性
等
を
積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
し
、
果
実
の
消
費
拡
大
を
図

る
。

６
　
環
境
と
調
和
し
た
持
続
性
の
高
い
果
樹
農
業
の
推
進

生
産
性
の
維
持
や
経
営
の
安
定
を
基
本
と
し
て
、
農
業
の
持
つ
物
質
循
環
機
能
を
活
か
し
、
土

づ
く
り
等
を
通
じ
て
、
化
学
肥
料
、
農
薬
使
用
等
に
よ
る
環
境
負
荷
の
軽
減
に
配
慮
し
、
安
全
な

果
実
の
生
産
、
供
給
を
推
進
す
る
。

二
　
栽
培
面
積
そ
の
他
果
実
の
生
産
の
目
標

三
　
そ
の
区
域
の
自
然
的
経
済
的
条
件
に
応
ず
る
近
代
的
な
果
樹
園
経
営
の
指
標

１
　
栽
培
に
適
す
る
自
然
的
条
件

２
　
近
代
的
な
果
樹
園
経
営
の
指
標

四
　
土
地
改
良
そ
の
他
生
産
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
事
項

１
　
果
樹
園
の
土
地
基
盤
整
備
計
画

２
　
そ
の
他
樹
園
地
の
基
盤
整
備
や
流
動
化
に
関
す
る
事
項

五
　
果
実
の
集
荷
、
貯
蔵
又
は
販
売
の
共
同
化
そ
の
他
果
実
の
流
通
の
合
理
化
に
関
す
る
事
項

１
　
果
実
の
流
通
の
合
理
化
の
基
本
方
針

２
　
果
実
の
用
途
別
出
荷
量
の
見
通
し

３
　
果
実
の
出
荷
体
制
及
び
施
設
の
整
備
方
針

４
　
出
荷
規
格
の
改
善
等
の
方
針

六
　
果
実
加
工
の
合
理
化
に
関
す
る
事
項

１
　
果
実
加
工
に
関
す
る
基
本
的
方
針

２
　
果
実
製
品
の
生
産

３
　
原
料
供
給
目
標

４
　
加
工
原
料
用
果
実
の
取
引
の
合
理
化

七
　
広
域
濃
密
生
産
団
地
形
成
に
関
す
る
方
針

１
　
広
域
濃
密
生
産
団
地
形
成
に
関
す
る
基
本
的
方
針

２
　
広
域
濃
密
生
産
団
地
の
概
要

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

そ
　
の
　
他

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

当
委
員
会
は
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
第
四
条
及
び
労
働
委
員
会
規
則
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
を
告
示
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
四
日

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会

会
　
長

丸
　
　
山
　
　
公
　
　
夫
　
　

氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
閲
　
　
　
　
　
　
歴

丸
山
　
公
夫
　
　
弁
護
士
　
第
二
十
八
・
二
十
九
・
三
十
・
三
十
一
・
三
十
二
・
三
十
三
期
地
方
労
働

委
員
会
委
員

風
間
　
　
徹
　
　
公
認
会
計
士
　
第
二
十
九
・
三
十
・
三
十
一
・
三
十
二
・
三
十
三
期
地
方
労
働
委
員

会
委
員

布
川
　
玲
子
　
　
山
梨
学
院
大
学
教
授
　
第
二
十
九
・
三
十
・
三
十
一
・
三
十
二
・
三
十
三
期
地
方
労

働
委
員
会
委
員

八
束
　
厚
生
　
　
山
梨
大
学
助
教
授
　
第
三
十
一
・
三
十
二
・
三
十
三
期
地
方
労
働
委
員
会
委
員

渡
辺
　
和
廣
　
　
弁
護
士
　
第
三
十
二
・
三
十
三
期
地
方
労
働
委
員
会
委
員

渡
辺
　
一
彦
　
　
連
合
山
梨
事
務
局
長
　
第
三
十
・
三
十
一
・
三
十
二
・
三
十
三
期
地
方
労
働
委
員
会

委
員

小
尾
　
光
治
　
　
連
合
山
梨
特
別
執
行
委
員
　
第
三
十
二
・
三
十
三
期
地
方
労
働
委
員
会
委
員

田
中
甲
子
男
　
　
連
合
山
梨
会
長
　
第
三
十
二
・
三
十
三
期
地
方
労
働
委
員
会
委
員

前
田
　
俊
典
　
　
富
士
急
行
労
働
組
合
特
別
執
行
委
員
　
第
三
十
二
・
三
十
三
期
地
方
労
働
委
員
会
委

員

正
岡
　
　
晃
　
　
Ｊ
Ａ
Ｍ
山
梨
書
記
長
　
第
二
十
九
・
三
十
・
三
十
一
・
三
十
二
・
三
十
三
期
地
方
労

働
委
員
会
委
員

枝
　
　
康
夫
　
　
山
梨
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事
　
第
三
十
三
期
地
方
労
働
委
員
会
委
員

飯
室
　
老
雄
　
　
山
梨
日
野
自
動
車
㈱
代
表
取
締
役
会
長
　
第
三
十
・
三
十
一
・
三
十
二
・
三
十
三
期

地
方
労
働
委
員
会
委
員

小
田
切
千
冬
　
　
山
梨
県
石
油
協
同
組
合
理
事
長
　
第
三
十
三
期
地
方
労
働
委
員
会
委
員

武
田
　
與
信
　
　
㈱
テ
ン
ヨ
武
田
代
表
取
締
役
会
長
　
第
三
十
三
期
地
方
労
働
委
員
会
委
員

丸
茂
　
紀
彦
　
　
㈱
マ
ル
モ
代
表
取
締
役
社
長
　
第
三
十
三
期
地
方
労
働
委
員
会
委
員

平
山
　
豊
造
　
　
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
長

有
泉
　
　
大
　
　
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

小
田
切
　
功
　
　
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
指
導
監
・
次
長
補
佐

畑
野
　
和
哉
　
　
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
副
主
幹

市
川
　
直
人
　
　
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
副
主
幹

山

梨

県

公

報
　
　
第
千
百
九
十
二
号
　
　
平
成
十
三
年
五
月
十
四
日

二
八
七



歌
田
日
出
男
　
　
商
工
労
働
観
光
部
労
政
雇
用
課
課
長

塚
越
　
孝
信
　
　
商
工
労
働
観
光
部
労
政
雇
用
課
課
長
補
佐

榎
原
　
　
茂
　
　
商
工
労
働
観
光
部
労
政
雇
用
課
副
主
幹

古
屋
　
賢
仁
　
　
峡
中
地
域
振
興
局
企
画
振
興
部
長

井
上
　
東
雄
　
　
峡
東
地
域
振
興
局
企
画
振
興
部
長

青
柳
　
秋
夫
　
　
峡
南
地
域
振
興
局
企
画
振
興
部
長

古
明
地
博
美
　
　
峡
北
地
域
振
興
局
企
画
振
興
部
長

平
賀
　
久
夫
　
　
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
企
画
振
興
部
長

山

梨

県

公

報
　
　
第
千
百
九
十
二
号
　
　
平
成
十
三
年
五
月
十
四
日

二
八
八

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


